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社団法人 日本病院会会長殿

医政発 0329第 13号

平成 24年 3月 29日

厚生労働省医政局

医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(施行通知)

標記につきまして、別紙のとおり各都道府県知事、保健所設置市長及び特別

区長宛て通知しましたので、御了知いただくとともに、貴団体会員等に対する

周知方よろしくお取り計らい願います。





く~II~~>1 (]11' 
. 

医政発 0329第 11号

平成 24年 3月 29日

一十
〔都道府県知事

特別区長

各

厚生労働省医政局長- 33 
会ととj投j

医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(施行通知)

医療計画における精神疾患の取扱い及び、療養病床等に係る経過措↑置について

の社会保障審議会医療部会における議論や、地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成 23年法律

第 105号)の施行等を踏まえ、「医療法施行規則等の一部を改正する省令J(平

成 24年厚生労働省令第:，33号。以下「平成 24fl三改正省令」という。)により、

下記のとおり、医療法焔行規則(昭和 23年厚生省令第 5'0号。以下「規則」

という。)等の一部を改正することとしました。

平成 24年改正省令については、平成 24年 3月 22日に公平iiされ、同年4

月 1日から施行されることとなりますので、 i者職におかれましては、制度の趣

旨をi~jJ了知いただくとともに管下の医療機関に周知をお願いいたします。

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245条の 4第

1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。
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1 .改正の概要

( 1 )医療計画において定める疾病の追加

医療法(昭和 23年法律第205号)第30条の4により、都道府県は、医

療言十回を策定することとされており、医療計画においては、四疾病及び玉事業

に係る事業の目標や医療連携体制等を定めることとされているが、疾病の対象

に精神疾患を追加すること。(規則第30条の 28関係)



(2 )転換病床に係る経過措置の延長等

医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 18年厚生労働省令第 133号。

以下「平成 18年改正省令」とし、う。)により、病院の開設者が、平成24年

3月31日までに、当該病院の精神病床又は療養病床について、介護老人保健

施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床(以下「転換病床」とい

う。)に関し、平成 24年3月31日まで廊下の幅並びに医師、看護師、准看

護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該転換

病床について、平成30年 3月 31日までは下記のとおり取り扱うこと。

① 転換病床に係る病室に隣接する廊下の幅を、内法による測定で1. 2メー

トノレ、両側に居室のある場合を1. 6メートルとする措置を延長すること。

(規則附則第51条関係)

② 転換病床における入院恵者の数に応じた医師の人員配置について、現行の

48: 1を96:1に緩和する措置を延長すること。(規則附則第 52条第

1項等関係)

③ 転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者

の人員配置について、看護師及び准看護師の配置を 9: 1、看護補助者の配

置を 9:2に緩和する措置と同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当た

って従うべき基準(※)として規定し直すこと。(規則附則第52条第5項、

第6項関係)

(※)条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準で

あり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許

容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの。

(3 )療養病床に係る経過措置の創設

医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成 13年厚生労働省令第8号)

及び平成 18年改正省令により、平成 24年 3月 31日までは、療養病床にお

ける入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者(以下「看護師等J

という。)の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該療養病床につ

いて、一定の要件を満たす病院又は診療所であることを平成24年 6月 30日

までに届け出たものに限り、平成 30年 3月31日までは下記のとおり取り扱

うこと。

一.



① 療養病床を有する病院であって、平成24年改正省令の施行の際現に、介

護療養型医療施設(転換病床を有する病院を除く。以下「特定介護療養型医

療施設」という。)又は看護師等の員数が規則第 19条第2項第2号及び第

3号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院Jという。)であるものに

ついては、特定介護療養型医療施設又は特定病院であることを開設地の都道

府県知事に届け出た場合、療養病床における入院患者の数に応じた看護師等

の人員配置について、看護師及び准看護師の配置を 6: 1、看護補助者の配

置を 6: 1に緩和する措置と同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当た

って従うべき基準として規定し直すこと。(規則附則第53条)

② 療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、

特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が規則第 21条の 2第2項 1

号及び第2号に掲げる数に満たない診療所(以下「特定診療所 1Jという。)

であるものについては、特定介護療養型医療施設又は特定診療所 Iであるこ

とを開設地の都道府県知事(その開設地が保健所を設置する市又は特別区の

区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区

長とする。以下「都道府県知事等」としづ。)に届け出た場合、療養病床に

おける入院患者の数に応じた看護師等の人員配置について、看護師及び准看

護師の配置を 6: 1、看護補助者の配置を 6: 1に緩和する措置と同等の基

準を、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として規定し直すこ

と。(規則附則第 54条)

③ 療養病床を有する診療所であって、平成24年改正省令の施行の際現に、

特定介護療養型医療施設又は看設師等の員数が平成 13年改正省令第 23

条第2号に掲げる数に満たない診療所(以下「特定診療所IIJ という。)で

あるものについては、特定介護療養型医療施設又は特定診療所Eであること

を開設地の都道府県知事等に届け出た場合、療養病床における入院患者の数

に応じた看護師等の人員配置について、看護師等の配置を 3: 1 (そのうち

の1人については、看護師又は准看護師)に緩和する措置と同等の基準を、

都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として規定し直すこと。

(規則附則第55条)

(4 )その他

所要の規定の整備を行うものであること。



2. 施行に当たっての留意点

(1) 1. (2)の適用対象について

規則附則第51条及び第 52条の適用対象となるのは、平成24年 3月31 

日までの聞に転換を行おうとして開設者が都道府県知事に届出を行った病院

に限られること。

(2) 1. (3) に関する届出について

病院又は診療所の開設者が、平成 24年6月30日までの聞に開設地の都道

府県知事等に届け出る際の届出書類の様式例は別添のとおりであるので、各都

道府県等における業務の参考にされたいこと。

経過措置の適用に当たっては、平成 24年4月1日時点における医療機関の

状況で確認されたいこと。

届出書類の作成の際に、看護師等の員数を確認した資料などは適宜当該医療

機関において保管するよう指導されたいこと。また、定期の立入検査等の場を

活用し、経過措置が適切に運用されているか必要に応じて確認されたいこと。

(3)転換病床における看護師、准看護師及び看護補助者の人員毘置の取扱い

について

平成 24年改正省令の施行により、都道府県が条例を定めるに当たって従う

べき転換病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者

の人員配置に関する基準は、 1. (2)③のとおりであるが、看護師及び准看

護師について、転換病床を含めて病院全体としての員数の基準を上回って配置

している場合には、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行についてJ

(平成 18年 6月 30日付医政発第o6 3 0 0 1 5号厚生労働省医政局長通

知) 2. (2) における取扱いと同様、基準を超えた分の員数については、看

護補助者の員数として算入して差し支えないこと。

(4 )条例を制定する際の経過措置の取扱いについて

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律等の施行により、看護師等の人員配置については本経過措

置も含めた厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県において条例で定める

こととなるため、遺漏なきょう御対応願いたいこと。

以上

. 
司、.



(別添様式例)

平成 年 月 日

保健所設置市長 殿

特別区長

医療機関名

住所(開設地)

開設者名 印

療養病床等に関する経過措置の適用に係る届出について

標記について、医療法施行規則(昭和 23年厚生省令第50号。以下「則」

という。)附則第53条、第 54条又は第 55条の規定に基づき、下記のとおり

届け出ます。

記

1.届出の根拠規定等について

届出の根此L規定 特定介護療養型医療施設への該当の有無

有り 無し

(注 1) r届出の根拠Jの欄には、員IJ附則第53条、第54条又は第55条のうちから 1つ
を選択して記入すること。
(注2) r特定介設療養型医療施設」の内容については、則附則第53条を参照されたいこ
と。

2.看護師等の人員配置の状況について

必要数
平成 24年 4月 1日時点

における現員数

看護師数

及び准看護師数
名 名

看護補助者数 名 名

(注 1) 1.の「特定介護療養型医療施設Jに該当する場合には、 2. の記入は不要であ

ること。
(注2).r必要数」の欄には、経過措置が適用される前の員数の基準に基づき、平成23年

度の入院患者の数及び外来患者の数の平均値を用いて算定される数を記入すること。
(注3)r平成24年4月1日時点における現員数Jの欄には、常勤換算後の数を記入する

こと。

以上
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護
師

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
六
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
、
精
神
病
床
及
び

結
核
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
四
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
、
感
染
症
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
病
室
の

入
院
患
者
(
入
院
し
て
い
る
新
生
児
を
含
む
。
)

の
数
を
三
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
を
加
え
た
数
(
そ
の
数
が
一
に
満

た
な
い
と
き
は
一
と
し
、

そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
端
数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
)

に
、
外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
。

た
だ
し
、
産
婦
人
科
文
は
産
科
に
お
い

て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も
の
と
し
、

ま
た
、
歯
科
、
矯
正
歯
科
、

小
児
歯
科
文
は
歯
科
口
腔
外
科



に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
診
療
所
」

と
い
う
。
)

で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
の

看
護
補
助
者

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

第
五
十
四
条

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
又
は
看
護
師
等
の
員
数
が
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所
(

聞
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
は
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
(
そ
の
開

設
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又

は
特
別
区
の
区
長
と
す
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)

に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の
基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す

る。

看
護
師
及
び
准
看
護
師

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

看
護
補
助
者

療
養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

， 



第
五
十
五
条

療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
四
年
改
正
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
特
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
又
は
看
護
師
等
の
員
数
が
平
成
十
三
年
改
正
省
令
附
則
第
二
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
数
に
満
た
な
い
診
療
所

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
診
療
所
」

と
い
う
。
)

で
あ
る
も
の
の
開
設
者
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で

の
聞
に
、
特
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
る
こ
と
又
陪
特
定
診
療
所
で
あ
る
こ
と
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け

出
た
場
合
に
は
、
当
該
診
療
所
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
看
護
師
等
の
員
数
の

基
準
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
は
、

同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療

養
病
床
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

(
そ
の
う
ち
の
一
に
つ
い
て
は
、
看
護
師

又
は
准
看
護
師
)

と
す
る
。

第
二
条

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一

部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
(
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
号
)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
療
養
病
床
に
係
る
病
院
」
を
「
療
養
病
床
に
係
る
病
室
」

に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
準
看
護
師
」

を

「
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。
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医
療
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
)

(
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
一
(
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾

病

)

一

病

)

第
三
十
条
の
二
十
八
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
第
三
十
条
の
二
十
人
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
が
ん
、
脳
卒
中
、
急
性
心
筋
梗
一
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
が
ん
、
脳
卒
中
、
急
性
心
筋
梗

塞
1
樹

尉

剰

刺

叫

欄

矧

剖

劇

と

す

る

。

塞

剥

叫

樹

尉

剰

と

す

る

。

。
医
療
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
)

(
抄
)

改

正

案

(
法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
)

第
二
十
四
条
(
略
)

一
1
十

(

略

)

十
一
第
二
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
(
第
二
十
五
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
掲
げ
る
事
項
、
第

二
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七

条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
矧
羽
引
は

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四

号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七
条
の

二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第
三
十
八
条
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
場
合

十
二
・
十
三

(
略
)

新
旧
対
照
条
文

(
第
一
条
関
係
)

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

現

-1 -

11' 

(
法
第
十
五
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
)

第
二
十
四
条
(
略
)

一r1
十

(

略

)

十
一
第
二
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
(
第
二
十
五
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に
掲
げ
る
事
項
、
第

二
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七

条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
、
第
四
号
に

該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四

号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
、
第
二
十
七
条
の

二
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第
二
十
八
条
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
場
合

十
二
・
十
三

(
略
)

附

則

附

則

第
五
十
一
条
精
神
病
床
(
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
ホ
る
法
律
一
第
五
十
一
条
精
神
病
床

(
介
護
保
険
法
施
行
令
(
平
成
十
年
政
令
第



タ
ノ

(
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
)
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項

の
A
沼
叶
』
叶
材
利
叶
叫
刻
対
剖
剖
汁
剖
叫
叫
叶
剖
刈
剖
介
護
保
険

法
施
行
令
(
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
)
第
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
)
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
病

院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
(
当
該
精
神
病
床
又
は
療
養

病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
]
当
該
病
院
の
施
設
を
介

護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人
ホ

i
ム
(
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十

八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
第
二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人

ホ
l
ム
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者

を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
)
を
行
お
う
と
し
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
聞
に
そ
の
旨
を
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場

合
に
は
、
当
該
届
出
に
係
る
病
床
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
転
換
病
床
」
と
い
う
。
)
に
係
る
病
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ

い
て
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
閑
(
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
聞
に
限
る
。
)
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ

中
「
一
・
八
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル
」
と
、

「
二
・
七
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る

第
五
十
二
条
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が

、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
を
行
お
う
と
し
て

、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
そ
の
旨
を
開
設
地
の

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
病
院
に
置
く
べ
き
医

師
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
(
平
成
三

十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に
限
る
。
)
は
、
第
十
九
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し

て
得
た
数
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
数
」
と
い
う
。
)
が
五
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四
百
十
二
号
)
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
病
床
に
係
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
又
は
療
養
病
床
を

有
す
る
病
院
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床

の
転
換
(
当
該
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る

と
と
も
に
、
当
該
病
院
の
施
設
を
介
護
老
人
保
健
施
設
、
軽
費
老
人

ホ
l
ム
(
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
第

二
十
条
の
六
に
規
定
す
る
軽
費
老
人
ホ

i
ム
を
い
う
。
)
そ
の
他
の

要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又
は
入
居
さ
せ
る
た
め

の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
行
お
う
と

し
て
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
届

出
に
係
る
病
床
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
転
換
病
床
」

と
い
う
。
)
に
係
る
病
室
に
隣
接
す
る
廊
下
に
つ
い
て
は
、
当
該
転

換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
(
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

聞
に
限
る
。
)
は
、
第
十
六
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
一
・
八
メ

ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
-
一
一
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
ニ
・
七
メ
ー

ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
六
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

第
五
十
二
条
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
を
有
す
る
病
院
の
開
設
者
が

、
当
該
病
院
の
精
神
病
床
又
は
療
養
病
床
の
転
換
を
行
お
う
と
し
て

、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
場
合
に
は
、
当
該
病
院
に

置
く
べ
き
医
師
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の

問
」
剰
刺
斗
叶
叫
制
ヨ
則
ヨ
叶
」
l

同
ま
で
の
聞
に
限
る
。
)
は
、
第

十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
数
」
と

い
う
。
)
が
五
十
二
ま
で
は
三
と
し
、
特
定
数
が
五
十
二
を
超
え
る



十
こ
ま
で
は
三
と
し
、
特
定
数
が
五
十
二
を
超
え
る
場
合
に
は
当
該

特
定
数
か
ら
五
十
二
を
減
じ
た
数
を
十
六
で
除
し
た
数
に
三
を
加
え

た
数
と
す
る
。

一1
四

(

腕

町

)

2

第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
を
受

け
た
病
院
で
あ
っ
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て

の
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十

九
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と

す
る
。

3
1
4
(
略
)

5
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
病
院
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県

利
剣
側
剖
剖
叫
剖
吋
剖
叶
寸
寸
倒
叶
吋
剖
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の

員
数
の
基
準
は
、
当
該
病
院
の
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
(
平
成

司
叶
哨
ゴ
刷
ゴ
叶
寸
叶
ま
で
の
聞
に
限
る
。
)
は
、
朝
刊
叫
到
矧
斗

明
矧
ゴ
剖
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
を
合
算

し
て
得
た
数
(
そ
の
数
、
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数

に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
し
て

計
算
す
る
。
)
に
、
外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
を
加
え
た
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
産
婦
人
科
又
は
産
科
に

お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も
の
と
し
、
ま
た

、
歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外
科
に
お
い
て
は

そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

7
3囚
(

略

)

6

前
項
の
病
院
に
適
用
さ
れ
る
都
道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た

寸
寸
矧
叶
ペ
剖
看
護
補
助
者
の
員
数
の
割
割
は
、
当
該
病
院
の
転
換

が
完
了
す
る
ま
で
の
問
(
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
聞
に

限
る
。
)
は
、
創
刊
刈
到
剣
ゴ
胡
剰
ゴ
剖
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

療
養
病
床
(
転
換
病
床
を
除
く
。
)
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数

を
六
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
転
換
病
床
(
療
養
病
床
に
係
る
も
の
に

場
合
に
は
当
該
特
定
数
か
ら
五
十
二
を
減
じ
た
数
を
十
六
で
除
し
た

数
に
三
を
加
え
た
数
と
す
る
。
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一r
〕
四
(
略
)

2
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
条
第
二
項
の
許
可
を
受

け
た
病
院
で
あ
っ
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て

の
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十

九
条
第
一
項
第
一
号
」
と
剖
剖
叫
同
「
第
五
十
二
条
第
一
一
項
」
と
す

る。

3

1

4

(

略
)

5

第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
病
院
に
闘
叶
ペ
剖
看
護
師
及
び

准
看
護
師
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該
病
院
の
転
換
が
完
了
す
る
ま
で

の
間
(
判
刷
ゴ
叶
剛
制
ゴ
則
ゴ
叶
↓
同
ま
で
の
聞
に
限
る
。
)
は
、

矧
叶
叫
斜
矧
↓
司
矧
剛
剖
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
(
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一

と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端

数
は
一
と
し
て
計
算
す
る
。
)
に
、
外
来
患
者
の
数
が
三
十
又
は
そ

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
安
加
え
た
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
産
婦
人

科
又
は
産
科
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
助
産
師
と
す
る
も

の
と
し
、
ま
た
、
歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児
歯
科
又
は
歯
科
口
腔
外

科
に
お
い
て
は
そ
の
う
ち
の
適
当
数
を
歯
科
衛
生
士
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
，
.
、
，
四
(
略
)

6

前
項
の
病
院
に
置
く
べ
き
看
護
補
助
者
の
員
数
の
標
準
は
、
当
該

病
院
の
転
換
が
完
了
す
る
ま
で
の
問
(
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
聞
に
限
る
。
)
は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
(
転
換
病
床
を
除
く
。
)
に
係
る
病
室
の

入
院
愚
者
の
数
を
六
を
も
っ
て
除
し
た
数
と
転
換
病
床
(
療
養
病
床

に
係
る
も
の
に
限
る
。
]
に
係
る
病
室
の
入
院
患
者
の
数
を
九
を
も



第
の 道 道 医 が の の 吾両F又U 次 び 第 法 を 正 員U五 そきに限

症 係 の 7J、 日 基 府 府 療 、条 項 員
」

条 第 第 改 省f十 等 十 のは二る

病 る 数 看 か ま 準 県 県 施 平 第 数 と 及 十 四 正 〆μ色、 の 端ーを

床 病 を 議 わ で l土 カt知 設 成 お し、 び 項 ム，、、 十 す
」

号 条 数と乗)
( 

及 室 ムノ、師 ら の 、条 事 で し、 号 以 フ 附 項 八 る と 。部 はしじ に

び の を 及 ず 間 平 伊I あ 十 て 及 下 。則 規 条 法 し、 次 を 療 一、て 係

入 も び l土成 を 届 る 四 ひざ ) 

第 定 規 第 律 つ条 改 養 とそ得 る「 「

般 院 Jコ准 次
、ー

定 け
ヲ酔

年 特 第 看 又 五 す 定 第 。及 正 病 すのた病

病 患 て 看 の 第 十 め 出 と ノム、定 議 lま十 る す 項
) 

び す 床 る数数 室

床 者 除 護 と 十 四 る た 又 月 病 号 日師 看 五 病 る 第 十 の 第 る を 。にを の

の し 官市 お 九 年 場 l土 院 等 護 条 院 介 ムノ、施 五 省 有
) 

ー 加 入

係 数 た り 条 四 当 l口h 特 十
」

掲 の 師 で 護 号 条 行 十 〆I色3、す とにえ 院

る を 数 療 と 第 月 た 定 日 と げ 員 及 お あ 療 の の の 玉 ( る す満た患

病 四 と 養 す Jコ は 病 ま し、 る 数 び し、 る 養 指 規 際 条 平 病 るた数 者
室 を 、病 る 項 日 て 、院 で つ数

」

准 て も 型 定 定 現 成 院 。な( の

の も 精 床 。第
7J' 従 当 で の と 看 の 医 を お で いそ数「

入 Jコ神 ら フ該 あ 間
) 

満 し、 5菱特 を 療 コ手立之，ーよ 、し、 十 あ 端 のを
院 て 病 係 号 平 J、a、病 る で た つ師 定 除 施 け る 健 て 四 Jコ 数数九
患 除 床 る 及 成 き 院 ヲー 、あ な 。並 介 く 設 て 改 康 年 て がが を「

者 し 及 病 び 看 と 特 る し、 ) 

び 護
。 し、 正 保 平 厚

、
生ー も( 

( た び 室 第 十 護 適 を 定 も 病 治宝 療 以 前 る 目IJ険 成 生 医 じにつ
入 数 結 の 年 師 用 開 介 の 院 第 看 養 下 条 同 の 法 労 療 た満 て
院 と 核 入 号 等 さ 設 護 の 十 護 型

、R
第 法 介 等 十 働 法 とた除( 

し 、病 院 の 月 の れ 地 療 開 以 九 補 医 の 第 護 の 四 省 施 きな し
て 感 床 J患 規 員 る の 養 設 下 条 助 療 条 項 八 保 年 〆刊企、 行 はい た
し、 染 者 定 十 数 都 都 型 者 、ー 第 者 施 、及 条 険 部 改 第 規 、と数

し
た
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
た
数
(
そ
の
数
が
一

な
い
と
き
は
一
と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生

き
は
、
そ
の
端
数
は
一
と
す
る

0

・
)
と
す
る
。
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第
と 条 月 た lま区 場 そ

、回
年 ~ 看 年 玉

の お の の l口b、の と
ム

療 掲 護 改 十 又 そ 歯 て
》ー、か

算 た るイコ ノ、
看 数 看 り 日 て 当 区 開 又 月 所 'f 師 正 四 l土看 の 科 lま と す 満 数 新
議 ヵ=護 と 第 7J、 従 utA 長 お 設 l土

」

る 等 省 条 そ 言菱 つ 、そ る た 生( 

補 ムノ、自市 す ら つ霊ロJ会' と し、 地 特 十 と 数 の メ~ の 補 ち 矯 の 。な そ 児
助 又 及 る 項 平 .r.o: 療 す て カ宝 定 日 し、 貝 の 療 端 助 の 正 フ を

) し、 の を
者 l土 ひざ 。第 成 き 所 る l土保 号町〆夕、' ま つ満 数 施 養 数 者 適 歯 ち 力日 端 数 〆同色、

そ 准 看
。、

健 療 で 。た
7J" 行 病 を 当 科 の え

、数主主 む
療 の 看 号 十 護 適 次 当 所 所 の

) 

な 第 の 床 増 療 数 、適 た 外 カ2
。

養 端 言蔓 及 年 師 用 条 雪ロパ合 を で 問 で し、 際 を す 養 を 当 数 来 生
) 

病 数 日市 び 等 さ 保 設 あ あ 霊.~会' 十 現 有
、-、お

病 歯 児 数 。患 じ満 の」

床 を 第 月 の れ お 健 置 る 、る 療 す と 床 科 歯 を た 者 た た 数
増 療 員 る し、 所 す

、目
特 も 所 条 、る 衛 科 助 だ の と な を」

係 す 養 号 十 数 都 て を る と 疋{ の の 特 君ロJ主ト' 一係 生 又 産 し 数 き し、
( 

る
、匹、静

病 の の 道 同 設 市 を 介 の 以 定 療 る 士 lま師 、が l土 と を」

病 と 床 規 日 基 府 じ 置 又 開 護 の 下 第 介 所 病 と 歯 と 産 、き も
室 { 疋 ま 準 県 。す i土設 療 関

、民
護 で 室 す 科 す 婦 十 そ lま Jコ」

の 係 で l土 カ2
) 

る 特 地 養 設 の 項 療 あ の る 口 る 人 又 の て
入 る 七、 の 、条 市 5llJ の 型 者 条 第 養 Jコ 入

、R

腔 も 科 l土端 と
除し院 病 7J' 間 平 伊l届 の 区 都 医 力主 型 て 院 と タト の 又 そ 数 し

恵、 室 わ lコ:成 を け 市 の 道 療 、お 号 医
、

患 7J" 科 と lま の lま 、た

者 の ら
、ー メ-と~‘ 出 長 区 府 施 平 し、 及 療 平 者 で し産 端 そ 数

の 入 ず 第 十 め た 又 域 県 設 成 て び 施 成 の き お 、科 数 と の と
数 院

、ー
四 る 場 lま 知 で 「第 設 数 る し、 ま を し数 を

力主 患 次 十 年 i口h、特 あ 事 あ 十 特 又 十 カミ 。て た お 増 て 力日
ム

者 の 四 当 見IJる る 四 定 号 lま 四 一F」¥ l土 、し、 す 計 え
f、、

( 
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第
一院開平例届こ年定号看年五

居、 l土 成 を け と ノム、霊ロ9会' 護 改 十 又
Jコ者

、ー
定 出 又 月 療 掲 師 正 五 l土

し、 の 同 十 め た l土 所 tず等 省 条 そ
て 数 号 四 る 場 特 十 と る の -#- の
iま主主 の 年 l口込 定 日 し、 数 員 の 療 端
、ー

規 四 当 三ロJ会Y ま つ 数 施 養 数
看 又 定 月 た f'I 療 で 。満 カヨ 行 病 を
護 iま Jコ 、所 の

」

た 平 の 床 増
師 そ七、 日 て 当 で 間

) 

な 成 際 を す
又 の七、台、 従 主主 あ で し、 十 現 有

、J台
」

lま 端 わ ら フ診 る 、あ 三覧会会、， す と
准 数 ら 平 ノ、ー、療 ~ 

特 る 療 年 、る
」

看 を ず 成 き 所 と 定 も 所 改 特 霊ロJ会' 

護 増
、ー

看 を 介 の 正 定 療( 

自市 す 療 十 護 適 開 護 の 以 省 介 所
) 、_.

養 年 師 用 -百n又i 療 開 下 βTl 、言聾 で」

と と病 等 さ 地 養 設 ラー 附 療 あ」

す 床 月 の れ の 型 者 の 則 養 Jコ
る 員 る 都 医 治宝 条 第 型 て。

係 十 数 都 道 療 医
、

( 

そ る の 道 府 施 平 お 十 療 平
の 病 日基 府 県 設 成 し、 施 成

つ室 ま 準 県 知 で て 条 ー主ユE又官田

ち の で lコ:七三 事 あ 十 「 第 又 十
の 入 の 、条 る 四 特 l土 四

( 

新
設
) 

_ 6 



O

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労

働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
(
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
号
)
(
抄
)
(
第
二
条
関
係
)

(
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

第 第
数を師準そ及 」ノ、ー 2項 数 他 のー
の定 、並 のび 附条二 をのの第(一条
基め准 び他同則 i者 (加標業二中部
準る看 にの条第(四の看略え準務十略を医
」に護 都業第二略 数 護 ) る は の ー ) 次 療 改
に 当 師 道務一十)(が師 、従条 の法
改た及府の項ー 略四及 一事の よ 施
めっび県従」条 )又び 」者二 つー 干'一T 

るて看が業を中 は准 にの第 に 規
。参議条者加「 そ看 改員一 改則
酌補例のえ第 の 護 め数項 正(
す助を員、二 端師 、の中 す昭
ベ者定数「十 数 同標「 る平日 正 l

きのめの医一 を療 項準
。一

事員る標師条 増養 各は看 十
務数に準、第 す病 号、護
負並当」看二 ご床 を次師 年
そびたを議項 とに 削の及 厚
のにつ「師第 に係 りとび 生
他都て医及ー 一る 、お看 省
の道従師び号 病 同り護 β一』、 案
従府うの看」 室 条」の 第
業県ベ員護の の にを補 五
者がき数補下 入 次「助 十
の条看の助に 院 ののそ 号
員例議標者「 患 一員の

) 

第 第
数を師準そ及 ムノ、 2項 数 他 のー
の定、並のび附条二 をのの第(一条
基め準 び他同則 1者 (加標業二中部
準る看 にの条第(四の看略え準務十略を医

現」に護 都業第二略 数 護 ) る は の ー ) 次 療
に当師 道務ー十)(が師 、従条 の法
改た及府の項ー 略四及 一事の よ施
めつび県従」条 )又び 」 者 二 フ、p イ'丁ー

るて看が業を中 は 准 にの第 に規
。参議条者加「 そ看 改員一 改 則
酌補例のえ第 の 護 め数項 正(
す助を員、二 端師 、の中 す昭
ベ者定数「十 数 同標「 る 和
きのめの医ー を 療 項準

。一

事員る標師条 増養 各 は 看 十
務数に準、第 す病 号、議
員並当」看二 ご床 を次師 年
そびたを護項 とに 削の及 厚
のにつ「師第 に係 りとび 生
他都て医及ー 一る 、お看 省 行
の道従師び号 病 同り護 メ寸3入

従府うの看」 院 条」の 第
業県べ員護の の にを補 五
者がき数補下 入 次「助 十
の条看の助に 院 ののそ 号
員例護標者「 患 =員の

) 

国 7-





療養病床に係る経過措置の延長について

1 .療養病床に係る看護師等の人員配置基準の現状

看護師

及び

准看護師

看護補助者

転換病床(※)

平成24年3月末まで

9: 1 

平成24年3月末まで

9:2 

医療法施行規則本則上は4・1

平成24年3月末まで 平成24年3月末まで

6:1 6: 1 

医療法施行規則本則上は4:1 

平成24年3月末まで 平成24年3月末まで

6: 1 6: 1 

※病院の開設者が平成24年3月31固までに介護老人保健施設等に転換する旨を都道府県知事に届け出た療養病床等をいう。

2.平成24年4月以降の取扱い

平成13年改正省令附則

当分の問

看護師、准看護師及び
看護補助者合わせて

2: 1 
(そのうち1人は看護師

又は准看護師)

寸.レ
平成24年3月末まで
看護師、准看護師及び
看護補助者合わせて

3: 1 

(そのうち1人は看護師
又は准看護師)

0 看護師等の人員配置基準を条例委任する第2次一括法(地域主権関係)が平成24年4月1日から施行されること、

及び社会保障審議会医療部会における議論を踏まえ、下記の経過措置を設けた。

1.Cコの経過措置

平成24年3月末までに転換する旨を都道府県知事に届け出た医療機関については、これまでの経過措置と同等の基準を、

都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として、平成30年3月末まで適用する。

※廊下幅及び医師の人員配置についても、同様に6年間の延長措置を講じた。

2. Cコの経遇措置

平成24年3月末において①介護療養型医療施設、②4:1を満たさない医療機関、③平成13年改正省令附則の経過措置を

満たさない診療所に該当し、その旨を平成24年6月末までに都道府県知事等に届け出たものについては、これまでの経過措置と

同等の基準を、都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準として、平成30年3月末まで適用する。




